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 天城放牧場は、昭和 42 年に家畜資源（⽜）の確保と畜産経営の改善を図るため、伊

⾖市湯ヶ島及び⻄伊⾖町宇久須にまたがる⻄天城⾼原に、県が設置した県営放牧場です。 

 その後、県内各地の県営放牧場と哺乳場が順次統合され、最終的には、平成 16 年度

に天城放牧場内に県内唯一の県営育成牧場として、県内の農家から雌の子⽜を預かり、

哺乳・育成する「静岡県家畜共同育成場天城哺乳場・天城放牧場」が設置されました。 

 また、平成 18 年度からは、「静岡県家畜共同育成場の設置及び管理に関する条例」に

より牧場の管理運営について指定管理者制度が導入され、公益社団法人静岡県畜産協会

が指定管理者として指定されています。(現指定期間︓令和 4 年度〜8 年度) 
 

 
 

 

 

【哺乳場】 収容頭数 ２００頭 
 哺乳ロボットによる哺乳を⾏っています。 

 離乳後は、良質な乾草と配合飼料を給与し、そ

の後の放牧に順応できるよう、餌を十分摂取し消

化できる胃づくりをします。 
 

【放牧育成牛舎】 収容頭数 ２７０頭 

 夏季（５⽉〜１０⽉）は、育成前期の⽜を主体に

草地に放牧して生草を十分給与し、胃の発達を促す

とともに、妊娠できる体づくりを⾏います。 

 冬期（１１⽉〜４⽉）は、⽜舎内での飼育を主体

に、乾草と配合飼料を給与します。 

             ※周年放牧も併⽤しますので、収容頭数以上を受け⼊れます。 

 

【採草放牧地】 草地面積 ６２．５ha 

 場内で生産された堆肥を活用して牧草を育てた

優良草地に放牧し、足腰の強い⽜を育成します。 

  

１  設 置 の 目 的  

２  施 設 の 概 要  



 

（１）預託前の⼦牛の管理(利⽤者の皆さまへのお願い) 

預託前の⼦牛の状態は、その後の育成成績に最大の影響を及ぼしますので、預託前に次の

事項を確実に⾏っていただくようお願いします。 

   ✔個体識別⽿標の装着と分娩の届出し、哺乳場へ預託する届出を⾏ってください。 

   ✔育成中の疾病・事故予防のため、⺟牛に適切なワクチンを接種し、⼦牛には初乳を

十分給与してください。 

   ✔奇形や臨床的に異常がないことを確認してください。 

   ✔預託前には、除角を⾏ってください。 

   ✔夏期における遠隔地(県⻄部地域)からの⼦牛輸送のお願い 

⼦牛の健康(脱水予防)のため、輸送直前に経口補液剤を約２㍑給与してください。 
 

なお、家畜共同育成場では、哺乳場到着後に時に子⽜の健康状態を確認し、経口補液剤、

抗生剤、抗原虫薬及びビタミン剤を投与し、ストレスの緩和、疾病予防対策を実施します。 
 

（2）哺乳場・放牧場での基本的な飼育管理 

哺乳場では、概ね１０頭を１群として群を構成し、⽉に一回⽜房を移動させながら飼育し、

概ね８ヶ⽉齢を目安に放牧場に移動させます。 

放牧場では、４〜５群の構成で管理し受胎適期の⽉齢に到達した⽜に、預託者の希望に応

じて人工授精(乳用種性判別、⿊⽑和種)又はマキ⽜(⿊⽑和種)による⾃然交配を⾏います。 

0 月齢    2              8                12～14                      22 

   

分娩  哺乳場        放牧場        人工授精・マキ牛                放牧場 

        入 場         入 場        による種付                     退 場 

  体重  75kg 前後    220kg 前後     350kg 前後               520kg 前後 

飼料給与は、発育状態や⽉齢に応じて飼料設計を⾏い、放牧中でも、草の状況に応じて濃

厚飼料や乾草を補助飼料として与えます。冬期では、屋根付きパドックが併設された⽜舎で

の飼育を主体とし、十分な濃厚飼料と乾草等を与えます。 
 

（３）疾病対策 家畜保健衛生所の指導のもと疾病の発生とまん延の予防に努めます。 

・入 場 時 ︓TSV3（IBR、ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、RS）鼻腔内投与 

・4 ヶ⽉齢 ︓キャトルバクト３ 1 回目接種（ﾍﾓﾌｨﾘｽ、ﾊﾟｽﾂﾚﾗ、ﾏﾝﾍﾐｱ） 

・4.5 ヶ⽉齢︓６種混合ワクチン接種（ＩＢＲ、ＢＶＤ１・２型、ＰＩ３型、ＲＳ、アデノ） 

・５ヶ⽉齢 ︓キャトルバクト３ ２回目接種、⽜伝染性リンパ腫検査 

・６ヶ⽉齢 ︓家畜伝染病予防法に基づく検査（ヨーネ病、⽜伝染性リンパ腫等） 

★⽜伝染性リンパ腫の抗体陽性⽜は、牧場内のまん延防止の観点から、農家様(利用者

様)にお返しいたします。ご理解とご協⼒をお願いします。 

・12 ヶ⽉齢︓５種混合ワクチン接種（ＩＢＲ、ＢＶＤ１・２型、ＰＩ３型、ＲＳ） 

・希望者のみキャトルウィン-BO2(ボツリヌストキソイド)を接種します。お問い合わせを。 

３  哺 乳 場 ・ 放 牧 場 で の 基 本 的 な 飼 育 管 理  

※ご理解をお願いします 

預託前、協会の預託推進員が子

牛の状態を確認させていただ

き、預託の延期・中止をお願い

する場合があります。 



 

・家畜共同育成場を利用(子⽜を預託)したい場合は、農協を通して（公社）静岡県畜産協会

に申し込んでください。 

・預託料⾦は、１頭１日６９９円（税込み）で、毎⽉の預託日数に応じた額を⽉末で計算

し、翌⽉に請求します。 

・入退場時の管理事務経費、予防注射料、家畜伝染病検査料、人工授精料、授精証明書料、

ホルモン処置及び除角処置料等の経費は、利用者様の実費負担となります。 

・哺乳場のみのご利用を希望の場合は、利用者様と協議のうえ受け入れを決定します。 

 

 

・⿊⽑和種育成⽜(雌)も預託を受け入れます。（公社）静岡県畜産協会にお尋ねください。 

 

 

 

・預託期間中の死亡廃用は、補償要領に基づき補償いたします。この場合、協会の基準補償

額から家畜共済⾦相当額を差し引いて、利用者様にお支払いします。 

・診療は、原則共済獣医師に依頼するため、治療費は預託者負担(家畜共済利用)となります。 

・家畜共済未加⼊の牛も、補償額の決定と治療費請求は、家畜共済利⽤と同様にさせていた

だきますので、家畜共済制度の加⼊・利⽤をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  預 託 の 申 し 込 み と 預 託 料 金  

５  繁 殖 用 肉 用 牛 の 預 託  

重 要 ！  死 廃 事 故 ・ 治 療 費 の 取 り 扱 い  

              家 畜 共 済 へ の 加 入 を お 薦 め し ま す ！  

預託に関する質問や問い合わせにつきましては、協会本部・牧場にお尋ねください。 
（公社）静岡県畜産協会 天城哺乳場・放牧場 

静岡市葵区相生町１４番２６－３号 

TEL ０５４－２７４－０２１０ 

FAX ０５４－２５３－３２１５ 

伊豆市湯ヶ島８９２－２ 

TEL ０５５８－８５－１１７２ 

FAX ０５５８－８５－１５１１ 

場長携帯 080－6979－4581 

職員携帯 080－6979－4582 

作製：令和６年 8 月 


